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東京都言語聴覚士会 
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Ⅰ. 平成２７年度介護報酬改定に
係る基本的な考え
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2025年（平成37年）に向けて、 
医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される 
「地域包括ケアシステム」の構築を実現していく為、 
平成26年度制度改正の趣旨を踏まえ、 

●中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化 
●介護人材確保対策の推進 
●サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築
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①地域包括ケアシステムの構築に向けた対応 
　●将来、中重度の要介護者や認知症高齢者となったとしても、 
　　「住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるようにす 
　　る」という地域包括ケアシステムの基本的な考え方を実現す 
　　るため、引き続き、在宅生活を支援するサービス充実を図る。 
　● 特に、中重度の要介護状態となっても無理なく在宅生活を 
　　継続できるよう、２４時間３６５日の在宅生活を支援する定期 
　　巡回・随時対応型訪問介護看護を始めとした「短時間・一日 
　　複数回訪問」や「通い・訪問・泊まり」といった一体的なサー 
　　ビスを組み合わせて提供する包括報酬サービスの機能強 
　　化等を図る。 

中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化
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②活動と参加に焦点を当てたリハビリテーションの推進 
　●リハビリテーションの理念を踏まえた「心身機能」、 
　　「活動」、「参加」の要素にバランスよく働きかける効 
　　果的なリハビリテーションの提供を促進する為、その 
　　ような理念を明確化するとともに、「活動」と「参加」に 
　　焦点を当てた新たな報酬体系の導入や、このような 
　　質の高いリハビリテーションの着実な提供を促す為 
　　のリハビリテーションマネジメントの充実等を図る。

中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化
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③ 看取り期における対応の充実

　● 地域包括ケアシステムの構築に向けて、看取り
期 
　　の対応を充実・強化するためには、本人・家族とサ 
　　ービス提供者との十分な意思疎通を促進すること 
　　により、本人・家族の意向に基づくその人らしさを 
　　尊重したケアの実現を推進することが重要であるこ 
　　とから、施設等におけるこのような取組を重点的に 
　　評価する。

中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化
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④口腔・栄養管理に係る取り組みの充実 
　●施設等入所者が認知機能や摂食嚥下機能の低 
　　下等により食事の経口摂取が困難となっても、自 
　　分の口から食べる楽しみを得られるよう、多職種に 
　　よる支援の充実を図る。

中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化
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２．介護報酬改定率

　　　　　　▲２.２７％

　（うち、在宅分▲１.４２％、施設分▲０.８５％）
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Ⅱ.各サービスの報酬・基準に 
係わる見直しの内容

（１）訪問系サービス
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①訪問看護ステーションにおける 
リハビリテーションの見直し

訪問看護ステーションから理学療法士、作業療法士、
又は言語聴覚士による訪問看護の一環としての訪問
と、訪問リハビリテーション事業所からの訪問リハビリ
テーションについて類似した実態にあることから評価
の見直しを行う。 

302単位/回

理学療法士、 
作業療法士、 
言語聴覚士の場合 

　　　　　　318単位/回
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②訪問リハビリテーション 
（１）基本報酬の見直し

リハビリテーションマネジメント加算の再評価に
伴い、基本報酬に包括評価されているリハビリ
テーションマネジメントに相当する部分の評価
を見直す。 

３０７単位/回 ３０２単位/回
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②訪問リハビリテーション 
（２）リハビリテーションマネジメントの強化

適宜適切でより効果の高いリハビリテーションを実現するために、リハビリ
テーション計画書（様式）の充実や計画の策定と活用等のプロセス管理の
充実、介護支援専門員や他のサービス事業所を交えた「リハビリテーショ
ン会議」の実施と情報共有の仕組みの充実を評価する。また、理学療法士
、作業療法士、言語聴覚士が訪問介護のサービス提供責任者に対して行
う指導及び助言は、リハビリテーションマネジメントのプロセスとして一体
的に評価する。

基本報酬に包括評価

リハビリテーションマネージメント加算Ⅱに統合

リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ　　６０単位/月 

リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ　１５０単位/月　

訪問介護との連携加算
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リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 
≪算定要件≫

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
(1) 訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し
、必要に応じて当該計画を見直していること。 
(2) 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療 
　　法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪 
　　問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業 
　　に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常 
　　生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
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リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 
≪算定要件≫

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
(1)   リハビリテーション会議を開催し、利用者の状況等に関す
る情報を、会議の構成員である医師、理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、居宅介護支援専門員、居宅サービス計画
に位置づけられた指定居宅サービス等の担当者、その他関
係者と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録する
こと。

(2)  訪問リハビリテーション計画について、医師が利用者又は
その家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

(3)  ３月に１回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者
の状態の変化  に応じ、訪問リハビリテーション計画を見直し
ていること。
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(4) 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴 
　　覚士が介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地 
　　から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活 
　　上の留意点に関する情報提供を行うこと。

(5) 以下のいずれかに適合すること。

　① 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴 
　　　覚士が指定訪問介護等の指定居宅サービスに係る従業者と利用者の 
　　　居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な 
　　　見地から介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する 
　　　助言を行うこと。

　② 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴 
　　　覚士が、指定訪問リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家 
　　　族にリハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関す　　　 
　　　る指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。

(6) (1)から(5)までに適合することを確認し、記録すること。
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②訪問リハビリテーション 
（３）短期集中リハビリテーション実施加算

退院（所）後間もない者に対する身体機能の回復を
目的とした、短期集中リハビリテーション実施加算は
、早期かつ集中的な介入を行う部分についての平
準化した評価として見直す。

退院（所）日又は認定日から起算して
１月以内
３４０単位/日

退院（所）日又は認定日から起算して
１月超３月以内
２００単位/日

退院（所）日又は認定日から起算して 
３月以内 
２００単位/日
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短期集中リハビリテーション実施加算 
≪算定要件≫

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を
算定していること。
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②訪問リハビリテーション 
（４）社会参加支援加算

訪問リハビリテーションの利用によりADL・IADL が
向上し、社会参加を維持できる他のサービス等に移
行できるなど、質の高い訪問リハビリテーションを提
供する事

業所の体制を評価する。

新規 

１７単位/回
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社会参加支援加算 
≪算定要件≫

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
●指定訪問リハビリテーション事業所において評価対象期間の次の年度内 
　に限り１日につき１７ 単位を所定の単位数に加算する。 
（１）評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者 
　　のうち、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定認知症対応型　 
　　通所介護、通所事業その他社会参加に資する取組を実施した者の占め 
　　る割合が、１００分の５を超えていること。
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（２）評価対象期間中に指定訪問リハビリテーションの提供を終了した日から 
　　起算して１４日以降４４日以内に、指定訪問リハビリテーション事業所の従 
　　業者が、リハビリテーションの提供を終了した者に対して、その居宅を訪 
　　問すること又は介護支援専門員から居宅サービス計画に関する情報提 
　　供を受けることにより、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指 
　　定認知症対応型通所介護、通所事業その他社会参加に資する取組の 
　　実施状況が、居宅訪問等をした日から起算して、３月以上継続する見込 
　　みであることを確認し、記録していること。 
● １２月を指定訪問リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で 
　　除して得た数が１００ 分の２５以上であること。
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③集合住宅に居住する利用者へのサービス提供 
訪問系サービスにおける評価の見直し

●事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の建物（養護老人ホーム、軽費 
　　老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。） 
　　に居住する利用者を訪問する場合は、当該建物に居住する人数に関わ 
　　らず、当該利用者に対する報酬を減算する。

●上記以外の建物（建物の定義は同上）に居住する利用者を訪問する場合 
　　は、当該建物に居住する利用者が一定数以上であるものについて、新た 
　　に減算する。
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集合住宅に居住する利用者へのサービス提供 
≪算定要件≫

集合住宅の居住者にサービス提供する場合に減算対象とな
る利用者は以下のとおりとする。 

●事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物（ 
　　養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サー 
　　ビス付き高齢者向け住宅に限る。）に居住する者 

●上記以外の範囲に所在する建物（建物の定義は同上）に居 
　　住する者（当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり 
　　２０人以上の場合）
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Ⅱ.各サービスの報酬・基準に 
係わる見直しの内容

（２）通所系サービス
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①基本報酬の見直しと個別リハビリ 
テーション実施加算の包括化

長期間継続して実施される個別リハビリテーションの評価の一部の基本報
酬への包括化も含め、基本報酬を以下の通り見直す。 

個別リハビリテーション実施加算
８０単位/回

包括化した基本報酬の設定 

短期集中個別リハビリテーション実施
加算として見直し

【例】通常規模型通所リハビリテーション費(所要時間６時間以上８時間未満の場合) 
要介護１ 　６７７ 単位/日 　７２６ 単位/日
要介護２ 　８２９ 単位/日　 ８７５ 単位/日
要介護３ 　９７９ 単位/日 １,０２２ 単位/日
要介護４ １,１３２ 単位/日 １,１７３ 単位/日
要介護５ １,２８３ 単位/日 １,３２１ 単位/日

※ 処遇改善加算の新しい加算率　加算（Ⅰ）：３．４％　加算（Ⅱ）：１．９％
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②リハビリテーションマネジメントの強化

適宜適切でより効果の高いリハビリテーションを実現するために、リハビリ
テーション計画書（様式）の充実や計画の策定と活用等のプロセス管理の
充実、介護支援専門員や他のサービス事業所を交えた「リハビリテーショ
ン会議」の実施と情報共有の仕組みの充実を評価する。また、訪問指導
等加算は、リハビリテーションマネジメントのプロセスとして一体的に評価
する。

リハビリテーションマネジメント加算 
２３０単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)  
２３０単位/月

（新設）

訪問指導等加算
５５０単位/回（月１回を限度）

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)
及び(Ⅱ)に統合する

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 
開始月から６月以内 １,０２０単位/月
開始月から６月超 ７００単位/月
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リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ） 
≪算定要件≫

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じ 
　　て当該計画を見直していること。

（２）指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語 
　　聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指 
　　定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーション 
　　の観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達してい 
　　ること。

（３）新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定通 
　　所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士 
　　、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定通所リハビリテ 
　　ーションの実施を開始した日から起算して１月以内に、当該利用者の居 
　　宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。
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リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ） 
≪算定要件≫

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）リハビリテーション会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を、会議 
　　の構成員である医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅介 
　　護支援専門員、居宅サービス計画に位置づけられた指定居宅サービス 
　　等の担当者、その他関係者と共有し、当該リハビリテーション会議の内 
　　容を記録すること。

（２）通所リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対 
　　して説明し、利用者の同意を得ること。

（３）通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の同意を得た 
　　日の属する月から起算して６月以内の場合にあっては１月に１回以上、６  
　　月を超えた場合にあっては３月に１回以上、リハビリテーション会議を開 
　　催し、利用者の状態の変化に応じ、通所リハビリテーション計画を見直し 
　　ていること。
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（４）指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴 
　　覚士が、介護支援専門員に対し、利用者の有する能力、自立のために 
　　必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。 
（５）以下のいずれかに適合すること。

　①指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴 
　　覚士が、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービス事業に係る従 
　　業者と指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者 
　　に対し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言 
　　を行うこと。

　②指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴 
　　覚士が、指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族 
　　に対し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言 
　　を行うこと。

（６） （１）から（５）までに適合することを確認し、記録すること。
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③短期集中リハビリテーション実施加算と 
　　　個別リハビリテーション実施加算の見直し

退院（所）後間もない者に対する身体機能の回復を目的とし
た短期集中リハビリテーション実施加算と身体機能の回復を
目的とした個別リハビリテーション実施加算を統合し、短期集
中個別リハビリテーション実施加算として見直す。

退院（所）日又は認定日から起算して
１月以内 　１２０単位/日 

退院（所）日又は認定日から起算して
１月超３月以内　 ６０単位/日

個別リハビリテーション実施加算
８０単位/回

退院（所）日又は認定日から起算して 
３月以内 １１０単位/日
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短期集中個別リハビリテーション実施加算 
≪算定要件≫

（変更点のみ）

●個別にリハビリテーションを実施すること。

●認知症短期集中リハビリテーション実施加算又は生 
　活行為向上リハビリテーション実施加算を算定して 
　いる場合は、算定しない。

●通所リハビリテーション費におけるリハビリテーショ 
　ンマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していること。
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④認知症短期集中リハビリテーションの充実

認知症高齢者には個別のリハビリテーションよりも状況が理解されやすい
集団活動や何をするのかイメージされやすい活動や参加へのアプローチ
が導入しやすいため、認知症の状態に合わせた効果的な方法や介入頻度
・時間を選択できる新たな報酬体系を追加する。

退院（所）日又は通所開始日から
起算して３月以内 　　２４０単位/日

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算
(Ⅰ)

退院（所）日又は通所開始日から起算して
３月以内 　　２４０単位/日

（新設）

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算
(Ⅱ)

退院（所）日の翌日の属する月又は開始
月から起算して３月以内 　１,９２０単位/月
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認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 
≪算定要件≫

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）１週間に２日を限度として個別にリハビリテーション 
　　を実施すること。

（２）通所リハビリテーション費におけるリハビリテーショ 
　　ンマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している
こと。 
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認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 
≪算定要件≫

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）１月に４回以上リハビリテーションを実施すること。

（２）リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が
記載された通所リハビリテーション計画を作成し、生活機能の向上
に資するリハビリテーションを実施すること。

（３）通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメン
ト加算(Ⅱ)を算定していること。

●認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)と認知症短期
集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)は、短期集中個別リハビリテ
ーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を
算定している場合は、算定しない。
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⑤活動と参加に焦点を当てた 
新たな評価体系の導入

ADL・IADL、社会参加などの生活行為の向上に焦
点を当てた新たな生活行為向上リハビリテーションと
して、居宅などの実際の生活場面における具体的
な指導などにおいて、訪問と通所を組み合わせるこ
とが可能となるような新たな報酬体系を導入する。

新設　　生活行為向上リハビリテーション実施加算

開始月から起算して３月以内の期間に行われた場合　　　　　　２,０００単位/月

開始月から起算して３月超６月以内の期間に行われた場合　　１,０００単位/月
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生活行為向上リハビリテーション実施加算 
≪算定用件≫

●指定通所リハビリテーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るた 
　　めの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリ 
　　ハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対してリハビリ 
　　テーションを計画的に行い、指定通所リハビリテーションの利用者の有す 
　　る能力の向上を支援した場合には加算する。

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

（１）生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験を有す 
　　る作業療法士又は生活行為の内容の充実を図るための研修を修了した 
　　理学療法士若しくは言語聴覚士が配置されていること。
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（２）生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハ

　　ビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載されたリハ

　　ビリテーション実施計画をあらかじめ定めて、リハビリテーションを提供す

　　ること。 
（３）当該計画で定めた指定通所リハビリテーションの実施期間中に指定通 
　　所リハビリテーションの提供を終了した日前１月以内に、リハビリテーショ 
　　ン会議を開催し、リハビリテーションの目標の達成状況及び実施結果を 
　　報告すること。

（４）通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算 
　　(Ⅱ)を算定していること。

●ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リ 
　ハビリテーション実施加算を算定している場合は、算定しない。
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⑥生活行為向上リハビリテーション実施加算の実施後に 
　　通所リハビリテーションを継続した場合の減算

生活行為向上リハビリテーションの提供終了後の翌月から６
月間に限り１日につき所定単位数の１００分の１５に相当する
単位数を所定単位数から減算する。
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生活行為向上リハビリテーション実施加算の実施後に　 
　　通所リハビリテーションを継続した場合の減算 
　　　　　　　　　　　　≪算定要件≫

生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定し、当該加
算を算定するために作成したリハビリテーション実施計画書
で定めた実施期間の翌月以降に、同一の利用者に対して、
指定通所リハビリテーションを行った場合は、６月間に限り減
算する。
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⑦社会参加を維持できるサービス等へ 
移行する体制の評価

通所リハビリテーションの利用によりADL・IADL が向上し、
社会参加を維持できる他のサービス等に移行できるなど、質
の高い通所リハビリテーションを提供する事業所の体制を評
価する。

新規

社会参加支援加算　⇒　１２単位/日
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社会参加支援加算 
≪算定要件≫

●指定通所リハビリテーション事業所において、評価対象期間の次の年度 
　内に限り１日につき１２単位を所定の単位数に加算する。 

●次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
（１）評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供を終了した者 
　　（生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定した者を除く。）のうち 
　　、指定通所介護、指定認知症対応型通所介護、通所事業その他社会参 
　　加に資する取組を実施した者の占める割合が１００ 分の５ を超えている 
　　こと。
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(2) 評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日から 
　　起算して１４日以降４４日以内に、指定通所リハビリテーション事業所の従 
　　業者が、リハビリテーションの提供を終了した者に対して、その居宅を訪 
　　問すること又は介護支援専門員から居宅サービス計画に関する情報提 
　　供を受けることにより、指定通所介護、指定認知症対応型通所介護、通 
　　所事業その他社会参加に資する取組の実施状況が、居宅訪問等をした 
　　日から起算して、３月以上継続する見込みであることを確認し、記録して 
　　いること。

●１２月を当該指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月 
　数で除して得た数が１００分の２５以上であること。
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Ⅱ.各サービスの報酬・基準に 
係わる見直しの内容

（3）短期入所系サービス
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【短期入所生活介護】 
①ADL・IADL の維持・向上を目的とした機能訓練

を 
実施している事業所の評価

事業所が利用者の住まいを訪問して個別の機能訓練計画を
作成した上で、専従として配置された機能訓練指導員が、
ADL・IADL の維持・向上を目的として実施する個別の機能
訓練を実施する場合には、新たな加算として評価する。

（新規）

個別機能訓練加算　⇒　５６単位/日
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個別機能訓練加算 
≪算定要件≫

（1）専従の機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士又 
　　は言語聴覚士等を１名以上配置していること。

（2）機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員等が共同して、利 
　　用者の生活機能向上に資する個別機能訓練計画を作成していること。

（3）個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能 
　　訓練の項目を準備し、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士等が、 
　　利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。

（4）機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画 
　　を作成し、計画的に利用している者に対しては、その後３月ごとに１回以 
　　上、利用者の居宅を訪問した上で、利用者又はその家族に対して、機能 
　　訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見 
　　直し等を行っていること。
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【短期入所療養介護】 
①リハビリテーションの評価の見直し

介護老人保健施設における短期入所療養介護において、算
定率の高いリハビリテーション機能強化加算を基本サービス
費に包括化する。また、当該加算の要件のうち、個別リハビリ
テーション計画の策定については、個別リハビリテーション実
施加算の要件に位置づける。

リハビリテーション機能強化加算
３０単位／日

基本サービス費に包括化
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②個別リハビリテーション実施加算 
≪算定要件≫

指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、理学療
法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに
個別リハビリテーション計画を作成し、当該リハビリテーショ
ン計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士
、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行
った場合に加算する。

個別リハビリテーション実施加算
２４０単位/日
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Ⅱ.各サービスの報酬・基準に 
係わる見直しの内容

（４）予防介護サービス 
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①介護予防訪問リハビリテーション 
基本報酬の見直し

３０７単位/日 ３０２単位/日
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②介護予防通所リハビリテーション 
基本報酬の見直し

介護予防通所リハビリテーションについては、通所介護と異なり、いわゆ
る「レスパイト機能」を有していないことから、長時間の利用は想定され
ない。このため、通常規模型通所リハビリテーションの基本報酬の評価と
整合を図り、以下のとおり基本報酬を見直す。

要支援２
４,８７０単位/月

要支援１
２,４３３単位/月

１,８１２単位/月

３,７１５単位/月
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Ⅱ.各サービスの報酬・基準に 
係わる見直しの内容

（５）介護老人福祉施設
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①日常生活継続支援加算

平成２７年度より介護老人福祉施設の入所者が原則要介護３以上となる
こと等を踏まえ、介護老人福祉施設が今後更に重度者等の積極的な受け
入れを行うことを評価する観点から、入所者に係る算定要件の見直しを行
うとともに、ユニット型施設の入所者については、単位数を従来型施設の
入所者よりも引き上げる。

日常生活継続支援加算 
２３単位／日

３６単位／日（従来型）
４６単位／日（ユニット型）
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日常生活継続支援加算 
≪算定要件≫

（変更点に係る部分を抜粋）

●次の（１）から（３）までのいずれかを満たすこと。

（１）算定日の属する月の前６月間又は前１２月間における新規入所者の 
　　総数のうち、要介護状態区分が要介護４又は要介護５の者の占める割 
　　合が７０／１００以上であること。

（２）算定日の属する月の前６月間又は前１２月間における新規入所者の 
　　総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認め 
　　られることから介護を必要とする認知症である者の占める割合が６５／１ 
　　００以上であること。

（３）社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四 
　　十九号)第一条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が入所 
　　者の１５／１００以上であること。
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②障害者生活支援体制加算

６５歳以前より精神障害を有し、特別なケアが必要と考えられ
る重度の精神障害者についても、障害者生活支援体制加算
の対象となる障害者に追加するとともに、同加算で配置を評
価している「障害者生活支援員」について、精神障害者に対
する生活支援に関し専門性を有する者を新たに追加する。
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障害者生活支援体制加算 
≪算定要件≫

（変更点に係る部分を抜粋）

（１）利用者の基準

　　視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の知的障 
　　害者若しくは精神障害者

（２）障害者生活支援員の基準

　　次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に掲げる者

　　●視覚障害 点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者

　　●聴覚障害又は言語機能障害 手話通訳等を行うことができる者

　　●知的障害 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十四 
　　　条各号に掲げる者又はこれらに準ずる者

　　●精神障害 精神保健福祉士又は精神保健及び精神障害者福祉に関す 
　　　る法律施行令第十二条各号に掲げる者
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Ⅱ.各サービスの報酬・基準に 
係わる見直しの内容

（６）介護老人保健施設
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①在宅復帰支援機能の更なる強化と 
基本報酬の見直し

在宅復帰支援機能を更に高めるため、リハビリテーション専門職の配置等
を踏まえ、在宅強化型基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援
機能加算について重点的に評価する。

【例】介護保健施設サービス費（Ⅰ）のうち在宅強化型と通常型

＜在宅強化型（多床室）＞
要介護度１ 　　８２５ 単位／日　　　要介護度１ 　　８１２ 単位／日
要介護度２　 　９００ 単位／日　　　要介護度２ 　　８８６ 単位／日
要介護度３　 　９６３ 単位／日　⇒ 要介護度３ 　　９４８ 単位／日
要介護度４ 　１,０２０ 単位／日　　　要介護度４ 　１,００４ 単位／日
要介護度５ 　１,０７６ 単位／日　　　要介護度５ 　１,０５９ 単位／日
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＜通常型（多床室）＞

要介護度１ 　　792 単位／日　　　要介護度１　 768 単位／日

要介護度２ 　　841 単位／日　　　要介護度２　 816 単位／日

要介護度３ 　　904 単位／日　⇒ 要介護度３　 877 単位／日

要介護度４ 　　957 単位／日　　　要介護度４　 928 単位／日

要介護度５ 　1,011 単位／日　　　要介護度５　 98１単位／日
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②在宅復帰・在宅療養支援機能加算

　２１単位／日 ２７単位／日
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在宅復帰・在宅療養支援機能加算 
≪算定要件≫

（１）算定日が属する月の前６月間において当該施設から退所した者の総数 
　　（当該施設内で 死亡した者を除く）のうち、在宅において介護を受けるこ 
　　ととなったもの（入所期間が１月以上のものに限る）の占める割合が１００ 
　　分の３０を超えていること。 

（２）入所者の退所後３０日以内(当該入所者が要介護４又は要介護５である 
　　場合は１４日以 内)に、当該施設の従業者が居宅を訪問し、又は居宅介 
　　護支援事業者から情報提供を受けることにより、退所者の在宅における 
　　生活が１月以上（当該入所者が要介護４又は要介護５である場合は１４ 
　　日以上）、継続する見込みであること。
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③施設及び在宅の双方にわたる 
切れ目ない支援

入所前後訪問指導加算については、退所後の生活を支援するため以下
の要件を満たす場合、新たに評価を行う。

●本人及び家族の意向を踏まえ、生活機能の具体的な改善目標を含めた 
　施設及び在宅の双方にわたる切れ目ない支援計画を策定していること

●支援計画策定に当たって、多職種が参加するカンファレンスを行っている 
　こと

入所前後訪問指導加算
４６０単位／回

入所前後訪問指導加算（Ⅰ）
４５０単位／回

入所前後訪問指導加算（Ⅱ）
４８０単位／回
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入所前後訪問指導加算 
≪算定要件≫

次に掲げる区分に応じ、入所中１回を限度として算定する。ただし、次に
掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその
他の加算は算定しない。

●入所前後訪問指導加算（Ⅰ） 
退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った
場合

●入所前後訪問指導加算（Ⅱ） 
退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり
、生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る
支援計画を策定した場合
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Ⅱ.各サービスの報酬・基準に 
係わる見直しの内容

（７）介護療養型医療施設
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①機能に応じた評価の見直しと 
基本報酬の見直し

介護療養型医療施設が担っている機能を重点的に評価する。 

【例】療養病床を有する病院における介護療養施設サービスのうち 
　　　看護６：１，介護４：１

＜療養機能強化型Ａ（多床室）＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要介護度１　 　７７８単位／日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要介護度２ 　　８８６単位／日

　　           （新設）　　　　　　　　⇒　　　　　　　　　 要介護度３ 　１,１１９単位
／日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要介護度４ 　１,２１８単位／日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要介護度５ 　１,３０７単位／日
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＜療養機能強化型Ｂ（多床室）＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要介護度１ 　　７６６単位／日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要介護度２　 　８７３単位／日

　　         （新設）　　　         　　　　　　⇒　　　 要介護度３ 　１,１０２単位／日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要介護度４ 　１,１９９単位／日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要介護度５ 　１,２８７単位／日 
＜その他（多床室）＞

要介護度１ 　　７８６単位／日 　　　  　　　　　　 要介護度１    　７４５単位／日

要介護度２ 　　８９５単位／日 　　　  　　　　　　 要介護度２    　８４８単位／日

要介護度３ 　１,１３０単位／日　　　　　⇒ 　　　要介護度３ 　１,０７１単位／日

要介護度４ 　１,２３０単位／日　　　　　　　　　　要介護度４ 　１,１６６単位／日

要介護度５ 　１,３２０単位／日　　　　　　　　　　要介護度５ 　１,２５１単位／日
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療養機能強化型Ａ 
≪算定要件≫

●次のいずれにも適合すること。

（１）算定日が属する月の前３月間における入院患者等のうち、 
　　重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知 
　　症高齢者の占める割合が５０／１００以上であること。

（２）算定日が属する月の前３月間における入院患者等のうち、 
　　喀痰(かくたん)吸引、経管栄養、又はインスリン注射が実施 
　　された者の占める割合が５０／１００以上であること。
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●算定日が属する月の前３月間における入院患者等のうち、次のいずれに 
　も適合する者の占める割合が１０／１００以上であること。

（１）医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない 
　　と診断した者であること。

（２）入院患者又はその家族等の同意を得て、入院患者のターミナルケアに 
　　係る計画が作成されていること。

（３）医師、看護師、介護職員等が共同して、入院患者の状態又は家族の求 
　　め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得てターミ 
　　ナルケアが行われていること。

●生活機能を維持改善するリハビリテーションを行っていること。

●地域に貢献する活動を行っていること。
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【療養病床を有する病院】

●看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が６又は 
　その端数を増すごとに１以上であること。

●介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が４又は 
　その端数を増すごとに１以上であること。

【療養病床を有する診療所】

●看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が６又は 
　その端数を増すごとに１以上であること。 
●介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が６又は 
　その端数を増すごとに１以上であること。
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療養機能強化型B 
≪算定要件≫

●次のいずれにも適合すること。

（１）算定日が属する月の前３月間における入院患者等のうち、重篤な身体疾 
　　患を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占める割合が 
　　５０／１００以上であること。（療養病床を有する診療所の場合は４０／１００ 
　　以上）

（２）算定日が属する月の前３月間における入院患者等のうち、喀痰(かくた 
　　ん)吸引、経管栄養、又はインスリン注射が実施された者の占める割合が　　 
　　３０／１００分以上であること。（療養病床を有する診療所の場合は２０／１ 
　　００以上）
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●算定日が属する月の前３月間における入院患者等のうち、次のいずれに 
　も適合する者の占める割合が５／１００以上であること。

（１）医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない 
　　と診断した者であること。

（２）入院患者又はその家族等の同意を得て、入院患者のターミナルケアに 
　　係る計画が作成されていること。

（３） 医師、看護師、介護職員等が共同して、入院患者の状態又は家族の求 
　　め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得てターミ 
　　ナルケアが行われていること。

●生活機能を維持改善するリハビリテーションを行っていること。

●地域に貢献する活動を行っていること。
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【療養病床を有する病院】

●看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が６又は 
　その端数を増すごとに１以上であること。

●介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が４又は 
　その端数を増すごとに１以上であること。

又は

●看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が６又は 
　その端数を増すごとに１以上であること。

●介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が５又は 
　その端数を増すごとに１以上であること。

【療養病床を有する診療所】

●看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が６又は 
　その端数を増すごとに１以上であること。

●介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が６又は 
　その端数を増すごとに１以上であること。
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②介護保険施設等入所者の 
口腔・栄養管理

経口維持加算については、摂食・嚥下障害を有する入所者や食事摂取に
関する認知機能の低下が著しい入所者の経口維持支援を充実させる観
点から、多職種による食事の観察（ミールラウンド）や会議等の取組のプ
ロセス及び咀嚼能力等の口腔機能を含む摂食・嚥下機能を踏まえた経口
維持支援を充実させる。

（１月につき） ４００単位経口維持加算(Ⅰ)
２８単位/日
又は
経口維持加算(Ⅱ)
５単位/日

（新）
（１月につき） １００単位
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経口維持加算(Ⅰ)・（Ⅱ） 
≪算定要件≫

●経口維持加算(Ⅰ)については、現に経口により食事を摂取する者であっ

　て、摂食機能障害や誤嚥を有する入所者に対して、医師又は歯科医師の

　指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員そ

　の他の職種の者が共同して、食事の観察及び会議等を行い、入所者ごと

　に経口維持計画を作成している場合であって、医師又は歯科医師の指示（

　歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等

　が医師の指導を受けている場合に限る。）に基づき管理栄養士等が栄養

　管理を行った場合、１月につき算定。

●経口維持加算(Ⅱ)については、当該施設が協力歯科医療機関を定めて

　いる場合であり、経口維持加算(Ⅰ)において行う食事の観察及び会議等に

　、医師（人員基準に規定する医師を除く。）、歯科医師、歯科衛生士又は言

　語聴覚士が加わった場合、経口維持加算(Ⅰ)に加えて、１月につき算定。

●経口維持加算(Ⅰ)は、栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算

　定しない。経口維持加算(Ⅱ）は、経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合

　は、算定しない。 72



② 経口移行加算の充実

経口移行加算については、経管栄養により食事を摂取している入所者の
摂食・嚥下機能を踏まえた経口移行支援を充実させる。

２８単位/日 ２８単位/日
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経口移行加算 
≪算定要件≫

（変更点のみ）

●経口移行計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は 
　栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による 
　支援が行われた場合、１日につき算定。

●栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない
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③加算内容に応じた名称の変更

口腔機能維持管理体制加算、口腔機能維持管理加算につい
ては、入所者の適切な口腔衛生管理の普及を推進するため、 
「口腔衛生管理体制加算」、「口腔衛生管理加算」に名称を
変更する。
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④療養食加算の見直し

療養食加算については、入所者の摂食・嚥下機能面の取組
を充実させる観点から、経口移行加算又は経口維持加算の
併算定を可能にするとともに、評価を見直す。

２３単位/日 １８単位/日
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療養食加算 
≪算定要件≫

（変更点のみ）

経口移行加算又は経口維持加算との併算定が可能。
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Ⅲ．Q＆A

訪問系サービス関係共通事項
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【集合住宅減算について】

「問」 
月の途中に、集合住宅減算の適用を受ける建物に入居した
又は当該建物から退居した場合、月の全てのサービス提供
部分が減算の対象となるのか。 

（答） 
集合住宅減算については、利用者が減算対象となる建物に
入居した日から退居した日までの間に受けたサービスについ
てのみ減算の対象となる。
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「問」 
集合住宅減算について、「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」
であっても「サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用
すべきではないこと」とされているが、具体的にはどのような範囲を想定し
ているのか。 

（答） 
集合住宅減算は、訪問系サービス（居宅療養管理指導を除く）について、
例えば、集合住宅の１階部分に事業所がある場合など、事業所と同一建
物に居住する利用者を訪問する場合には、地域に点在する利用者を訪問
する場合と比べて、移動等の労力（移動時間）が軽減されることから、この
ことを適正に評価するために行うものである。今般の見直しでは、事業所
と同一建物の利用者を訪問する場合と同様の移動時間により訪問できる
ものについては同様に評価することとし、「同一敷地内にある別棟の集合
住宅」、「隣接する敷地にある集合住宅」、「道路等を挟んで隣接する敷地
にある集合住宅」のうち、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同
様に移動時間が軽減されるものについては、新たに、減算対象とすること
としたものである。 80



「問」 
集合住宅減算について、サービス提供事業所と建物を運営する法人がそれ
ぞれ異なる法人である場合にはどのような取扱いとなるのか。 

（答） 
サービス提供事業所と建物を運営する法人が異なる場合も減算対象となる。
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Ⅲ．Q＆A

訪問・通所リハビリテーション共通
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【リハビリテーション会議】

「問」 
リハビリテーション会議への参加は、誰でも良いのか。 

（答） 
利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サ
ービス等の担当者その他の関係者が構成員となって実施される必要がある。
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「問」 
介護支援専門員が開催する「サービス担当者会議」に参加し、リハビリテ
ーション会議同等の構成員の参加とリハビリテーション計画に関する検討
が行われた場合は、リハビリテーション会議を開催したものと考えてよい
のか。 

（答） 
サービス担当者会議からの一連の流れで、リハビリテーション会議と同様
の構成員によって、ハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の
状況等に関する情報を共有した場合は、リハビリテーション会議を行ったと
して差し支えない。
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「問」 
地域ケア会議とリハビリテーション会議が同時期に開催される場合であ
って、地域ケア会議の検討内容の１つが、通所リハビリテーションの利用
者に関する今後のリハビリテーションの提供内容についての事項で、当該
会議の出席者が当該利用者のリハビリテーション会議の構成員と同様で
あり、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関
する情報を構成員と共有した場合、リハビリテーション会議を開催したもの
と考えてよいのか。 

（答） 
貴見のとおりである。
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【リハビリテーションマネジメント加算】

「問」 
リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）の算定要件について、「リハビリテ
ーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利
用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して
、電話等による説明でもよいのか。 

（答） 
利用者又はその家族に対しては、原則面接により直接説明することが望
ましいが、遠方に住む等のやむを得ない理由で直接説明できない場合は
、電話等による説明でもよい。ただし、利用者に対する同意については、
書面等で直接行うこと。
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「問」 
リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）の算定要件について、理学療法士
、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居
宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとな
っているが、その訪問頻度はどの程度か。 

（答） 
訪問頻度については、利用者の状態等に応じて、通所リハビリテーション
計画に基づき適時適切に実施すること。
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「問」 
今般、訪問指導等加算がリハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）に統合さ
れたところ、従前、訪問指導等加算において、「当該訪問の時間は、通所リ
ハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設の人員基準の算定
に含めない」こととされていたが、訪問時間は人員基準の算定外となるのか。 

（答） 
訪問指導等加算と同様に、訪問時間は、通所リハビリテーション、病院、診
療所及び介護老人保健施設の人員基準の算定に含めない。
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「問」 
一事業所が、利用者によってリハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）又は
（Ⅱ）を取得するということは可能か。 

（答） 
利用者の状態に応じて、一事業所の利用者ごとにリハビリテーションマネ
ジメント加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を取得することは可能である。
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「問」 
訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）を算定
する場合、リハビリテーション会議の実施場所はどこになるのか。 

（答） 
訪問リハビリテーションの場合は、指示を出した医師と居宅を訪問し、居
宅で実施する又は利用者が医療機関を受診した際の診察の場面で実施
することが考えられる。
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「問」 
サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リ
ハビリテーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーション
マネジメント加算（Ⅱ）を取得している場合、リハビリテーション会議を通じ
てリハビリテーション計画を作成する必要があるが、当該リハビリテーショ
ン会議を合同で開催することは可能か。 

（答） 
居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビ
リテーションの利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業
者が主体となって、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者
の状況等に関する情報を構成員と共有し、リハビリテーション計画を作成
等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で会議を実施しても差
し支えない。 
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「問」 
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリ
ハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」
に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用
しないとリハビリテーションマネジメント加算や社会参加支援加算等を算
定することができないのか。 

（答） 
様式は標準例をお示ししたものであり、同様の項目が記載されたものであ
れば、各事業所で活用されているもので差し支えない。
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「問」 
リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）の算定要件に、「理学療法士、作
業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の
事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハ
ビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を
伝達していること」があるが、その他の指定居宅サービスを利用していない
場合や福祉用具貸与のみを利用している場合はどのような取扱いとなる
のか。 

（答） 
リハビリテーション以外にその他の指定居宅サービスを利用していない場
合は、該当する他のサービスが存在しないため情報伝達の必要性は生じ
ない。また、福祉用具貸与のみを利用している場合であっても、本算定要件
を満たす必要がある。
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「問」 
リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）の算定要件にあるリハビリテーシ
ョン会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得で
きないのか。 

（答） 
リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）の取得に当たっては、算定要件と
なっているリハビリテーション会議の開催回数を満たす必要がある。
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「問」 
リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）の算定要件にある「医師が利用者
またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当
該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理
を行っている医師のどちらなのか。 

（答） 
リハビリテーション計画を作成した医師である。
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「問」 
リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）とリハビリテーションマネジメント
加算（Ⅱ）については、同時に取得することはできないが、月によって加算
の算定要件の可否で加算を選択することは可能か。 

（答） 
リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）とリハビリテーションマネジメント
加算（Ⅱ）については、同時に取得することはできないものの、いずれか
の加算を選択し算定することは可能である。 
ただし、リハビリテーションマネジメント加算については、リハビリテーショ
ンの質の向上を図るため、SPDCA サイクルの構築を通じて、継続的にリ
ハビリテーションの質の管理を行うものであることから、リハビリテーション
マネジメント加算（Ⅱ）が算定できる通所リハビリテーション計画を作成し
た場合は、継続的にリハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）を、リハビリ
テーションマネジメント加算（Ⅰ）が算定できる通所リハビリテーション計画
を作成した場合は、継続的にリハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）を、
それぞれ取得することが望ましい。
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【社会参加支援加算】

「問」 
社会参加支援加算について、既に訪問（通所）リハビリテーションと通所
介護を併用している利用者が、訪問（通所）リハビリテーションを終了し、
通所介護はそのまま継続となった場合、「終了した後通所事業を実施し
た者」として取り扱うことができるか。 

（答） 
貴見のとおりである 
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「問」 
社会参加支援加算は事業所の取り組んだ内容を評価する加算であるが、
同一事業所において、当該加算を取得する利用者と取得しない利用者が
いることは可能か。 

（答） 
同一事業所において、加算を取得する利用者と取得しない利用者がいる
ことはできない。
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「問」 
利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、
通所リハビリテーション利用開始後2 月で通所介護に移行した場合、訪問
リハビリテーションの社会参加支援加算の算定要件を満たしたこととな
るか。 

（答） 
貴見のとおりである。
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「問」 
入浴等のADL の自立を目的に、訪問リハビリテーションと訪問介護（看護
）を併用していたが、ある程度入浴が１人でできるようになったため、訪問
リハビリテーションを終了し、訪問介護の入浴の準備と見守りの支援だけ
でよいとなった場合、社会参加支援加算が算定できるのか。 

（答） 
訪問介護、訪問看護の利用の有無にかかわらず、社会参加等に資する
取組を実施していれば、社会参加支援加算の対象となる。
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「問」 
社会参加支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリ
テーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサー
ビスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。 

（答） 
社会参加支援加算については、通所リハビリテーションの提供を終了した
日から起算して１４日以降４４日以内に通所リハビリテーション従業者が
通所リハビリテーション終了者に対して、居宅訪問等により、社会参加に
資する取組が居宅訪問等をした日から起算して、３月以上継続する見込
みであることを確認することとしている。なお、３月以上経過した場合で、リ
ハビリテーションが必要であると医師が判断した時は、新規利用者とする
ことができる。
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Ⅲ．Q＆A

通所リハビリテーション
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【人員の配置】

「問」 
生活機能向上連携加算で通所リハビリテーションの専門職が利用者の居
宅を訪問する際、サービス提供責任者が同行した場合とあるが、この際
の通所リハビリテーションの専門職は通所リハビリテーションでの勤務
時間、専従要件外となるのか。 

（答） 
通所リハビリテーションの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問し
た時間は、勤務時間に含まれるが、従業者の員数には含めない。
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【リハビリテーション計画】

「問」 
通所リハビリテーション計画に、目的、内容、頻度等を記載することが要件
であるが、利用者のサービス内容によっては、恒常的に屋外でのサービ
ス提供時間が屋内でのサービス提供時間を上回ることがあってもよいか。 

（答） 
通所リハビリテーション計画に基づき、利用者のサービス内容によっては
、必要に応じて屋外でのサービス提供時間が屋内でのサービス提供時間
を上回ることがあると考えている。
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【リハビリテーション会議】

「問」 
通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーション会議を開催す
る場合、当該会議に要する時間は人員基準の算定に含めてよいか。

また、リハビリテーション会議を事業所以外の場所で開催する場合も人員
基準の算定に含めてよいか。 

（答） 
通所リハビリテーションの提供時間中に事業所内でリハビリテーション会
議を開催する場合は、人員基準の算定に含めることができる。 
リハビリテーション会議の実施場所が事業所外の場合は、提供時間帯を
通じて専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる従業者が確保され
ている、又は、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士が１以上確保され、従業者以外の人員がリハビリテ
ーション会議に参加する場合は含めなくてよい。
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【短期集中個別リハビリテーション実施加算】

「問」 
１月に算定できる上限回数はあるか。 

（答） 
短期集中個別リハビリテーション実施加算の上限回数は設定していない。

106



「問」 
短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の
自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施
回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。 

（答） 
短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な
理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。算定要
件に適合しない場合であっても、①やむを得ない理由によるもの（利用者
の体調悪化等）、②総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超
えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利
用者の同意を得ているもの（一時的な意欲減退に伴う回数調整等）であ
れば、リハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。なお、その
場合は通所リハビリテーション計画の備考欄等に、当該理由等を記載す
る必要がある。
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【認知症短期集中リハビリテーション実施加算】

「問」 
認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）について、１月に４回以
上のリハビリテーションの実施が求められているが、退院（所）日又は通
所開始日が月途中の場合に、当該月に４回以上のリハビリテーションの
実施ができなかった場合、当該月は算定できないという理解でよいか。 

（答） 
認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）は、認知症の利用者で
あって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、通所リハビ
リテーション計画に基づき、利用者の状態に応じて、個別又は集団による
リハビリテーションを１月に４回以上実施した場合に取得できることから、
当該要件を満たさなかった月は取得できない。 
なお、本加算におけるリハビリテーションは、１月に８回以上実施すること
が望ましい。
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「問」 
通所リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算の
起算日について、「通所開始日」とは 通所リハビリテーションの提供を開始
した日と考えてよいか。 

（答） 
貴見のとおりである。
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「問」 
認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）を算定していたが、利用
者宅に訪問して指導する又は集団での訓練の方が利用者の状態に合っ
ていると判断した場合、認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）
に移行することができるか。 

（答） 
退院（所）日又は通所開始日から起算して３月以内であれば、移行できる
。ただし、認知症短期集中リハビリテーション（Ⅱ）は月包括払いの報酬で
あるため、月単位での変更となることに留意されたい。
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「問」 
認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）又は認知症短期集中リ
ハビリテーション実施加算（Ⅱ）の要件である「認知症に対するリハビリテ
ーションに関わる専門的な研修を修了した医師」の研修とは具体的に何か。 

（答） 
認知症に対するリハビリテーションに関する知識・技術を習得することを
目的とし、認知症の診断、治療及び認知症に対するリハビリテーションの
効果的な実践方法に関する一貫したプログラムを含む研修である必要が
ある。例えば、全国老人保健施設協会が主催する「認知症短期集中リハ
ビリテーション研修」、日本慢性期医療協会、日本リハビリテーション病院
・施設協会及び全国老人デイ・ケア連絡協議会が主催する「認知症短期
集中リハビリテーション医師研修会」が該当すると考えている。また、認知
症診療に習熟し、かかりつけ医への助言、連携の推進等、地域の認知症
医療体制構築を担う医師の養成を目的として、都道府県等が実施する「
認知症サポート医養成研修」修了者も本加算の要件を満たすものと考え
ている。 111



「問」 
認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）については、「1 週に2 
日を標準」とあるが、1 週2 日の計画が作成されている場合で、やむを得
ない理由がある時は、週１日でも算定可能か。 

（答） 
集中的なリハビリテーションの提供を目的とした加算であることから、１週
に２日実施する計画を作成することが必要である。ただし、当初、週に２日
の計画は作成したにも関わらず、①やむを得ない理由によるもの（利用者
の体調変化で週１日しか実施できない場合等）や、②自然災害・感染症の
発生等により、事業所が一時的に休養するため、当初予定していたサー
ビスの提供ができなくなった場合であれば、算定できる。
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「問」 
認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）又は認知症短期集中リ
ハビリテーション実施加算（Ⅱ）について、通所リハビリテーション事業所
に算定要件を満たす医師がおらず、算定要件を満たす外部の医師が情
報提供を行った場合、算定は可能か。 

（答） 
算定できない。ただし、算定要件を満たす医師については必ずしも常勤で
ある必要はない。
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【生活行為向上リハビリテーション実施加算】

「問」 
生活行為向上リハビリテーション実施加算の取得が可能となる期間中に
、入院等のためにリハビリテーションの提供の中断があった後、再び同一
事業所の利用を開始した場合、再利用日を起算点として、改めて６月間
の算定実施は可能か。 

（答） 
生活行為向上リハビリテーション実施加算は、生活行為の内容の充実を
図るための目標を設定し、当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施
内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対
して、利用者の有する能力の向上を計画的に支援することを評価するも
のである。入院等により、活動するための機能が低下し、医師が、生活行
為の内容の充実を図るためのリハビリテーションの必要性を認めた場合
に限り、入院前に利用していたサービス種別、事業所・施設にかかわらず
、再度利用を開始した日から起算して新たに６月以内に限り算定できる。
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「問」 
生活行為向上リハビリテーション実施加算に係る減算について対象事業
所となるのは、当該加算を取得した事業所に限ると考えてよいか。 

（答） 
貴見のとおりである。
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「問」 
生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件について「利用者
数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なもの
であること」とあるが、具体的には、人員基準を満たすか否かが判断基準
となるのか。 

（答） 
人員基準を満たすか否かに関わらず、生活行為向上リハビリテーションを
実施する上で、適切な人員配置をお願いするものである。
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「問」 
生活行為向上リハビリテーションの算定要件について、「生活行為の内容
の充実を図るための専門的な知識若しくは経験」、「生活行為の内容の充
実を図るための研修」とあるが、具体的にどのような知識、経験、研修を
指すのか。 

（答） 
生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識や経験とは、例えば、
日本作業療法士協会が実施する生活行為向上マネジメント研修を受講し
た際に得られる知識や経験が該当すると考えている。生活行為の内容の
充実を図るための研修とは、① 生活行為の考え方と見るべきポイント、②
 生活行為に関するニーズの把握方法、③ リハビリテーション実施計画の
立案方法、④ 計画立案の演習等のプログラムから構成され、生活行為向
上リハビリテーションを実施する上で必要な講義や演習で構成されている
ものである。例えば、全国デイケア協会、全国老人保健施設協会、日本慢
性期医療協会、日本リハビリテーション病院・施設協会が実施する「生活
行為向上リハビリテーションに関する研修会」が該当すると考えている。
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「問」 
短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテー
ション実施加算（Ⅰ）・（Ⅱ）を３ケ月実施した後に、利用者の同意を得て、
生活行為の内容の向上を目標としたリハビリテーションが必要であると判
断された場合、生活行為向上リハビリテーション加算のロに移行すること
ができるのか。 

（答） 
可能である。 
ただし、生活行為向上リハビリテーションの提供を終了後、同一の利用者
に対して、引き続き通所リハビリテーションを提供することは差し支えな
いが、６月以内の期間に限り、減算されることを説明した上で、通所リハビ
リテーション計画の同意を得るよう配慮すること。
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「問」 
平成19 年4 月から、医療保険から介護保険におけるリハビリテーションに移行し
た日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料
は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険における
リハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学
管理料は算定できないこととされている。この介護保険におけるリハビリテーション
には、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが含まれてい
るが、①通所リハビリテーションにおいて、「リハビリテーションマネジメント加算
（Ⅰ）」、「リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）」や「短期集中個別リハビリテーシ
ョン実施加算」、②介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機
能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能
向上加算」を算定していない場合であっても、同様に取り扱うのか。 

（答） 
貴見のとおり。

通所リハビリテーションにおいて、リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）、リハビ
リテーションマネジメント加算（Ⅱ）や短期集中個別リハビリテーション実施加算を
算定していない場合及び介護予防通所リハビリテーションにおいて、運動機能向
上加算を算定していない場合であっても、介護保険におけるリハビリテーションを
受けているものであり、同様に取り扱うものである。
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「問」 
リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）又はリハビリテーションマネジメン
ト加算（Ⅱ）は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価す
る加算とされているが、PT、OT 等のリハビリテーション関係職種以外の者
(介護職員等）が直接リハビリテーションを行っても良いか。 

（答） 
通所リハビリテーション計画の作成や利用者の心身の伏況の把握等につ
いては、多職種協働で行われる必要があるものの、診療の補助行為とし
ての（医行為に該当する）リハビリテーションの実施は、ＰＴ、ＯＴ等のリハビ
リテーション関係職種が行わなければならない。
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【リハビリテーションマネジメント加算】

「問」 
新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の
居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要
件を満たすのか。 

（答） 
通所リハビリテーションの利用初日の1 月前から利用前日に利用者の居
宅を訪問した場合であって、訪問日から利用開始日までの間に利用者の
状態と居宅の状況に変化がなければ、リハビリテーションマネジメント加算
(Ⅰ)の算定要件である利用者の居宅への訪問を行ったこととしてよい。
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「問」 
全ての新規利用者について利用者の居宅を訪問していないとリハビリテ
ーションマネジメント加算(Ⅰ)は算定できないのか。 

（答） 
リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）は利用者ごとに算定する加算であ
るため、通所開始日から起算して1 月以内に居宅を訪問した利用者につ
いて算定可能である。
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「問」 
リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）は利用者ごとに算定する加算であ
るため、通所開始日から起算して1 月以内に居宅を訪問した利用者につ
いて算定可能である。 

（答） 
算定できない。 
ただし、通所開始日から起算して1 月以内に利用者の居宅への訪問を予
定していたが、利用者の体調不良などのやむを得ない事情により居宅を
訪問できなかった場合については、通所開始日から起算して1 月以降で
あっても、体調不良等の改善後に速やかに利用者の居宅を訪問すれば、
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)を算定できる。
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Ⅲ．Q＆A

介護福祉施設サービス 
介護保健施設サービス 
介護療養施設サービス 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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【「経口移行加算】

「問」 
言語聴覚士又は看護職員による支援とは何か。 

（答） 
入所者等の誤嚥を防止しつつ、経口による食事の摂取を進めるための食
物形態、接種方法等における特別な配慮のことをいう。

125



Ⅲ．Q＆A

介護福祉施設サービス

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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【日常生活継続支援加算】

「問」 
日常生活継続支援加算を算定する場合には、要件の該当者のみでなく、
入所者全員に対して加算を算定できるものと考えてよいか。 

（答） 
貴見のとおりである。
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「問」 
日常生活継続支援加算の算定要件となる新規入所者の要介護度や日常
生活自立度について、入所後に変更があった場合は、入所時点のものと
加算の算定月のもののどちらを用いるのか。 

（答） 
入所時点の要介護度や日常生活自立度を用いる。
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「問」 
入院に伴い一旦施設を退所した者が、退院後に再入所した場合、日常生
活継続支援加算の算定要件における新規入所者に含めてよいか。 

（答） 
入院中も引き続き、退院後の円滑な再入所のためにベッドの確保等を
行い、居住費等を徴収されていた者については、新規入所者には含め
ない。
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Ⅲ．Q＆A

介護療養型医療施設
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【療養機能強化型の基本施設サービス費に係る 
要件】

「問」 
医療保険適用の病床と介護保険適用の病床が混在する病棟の場合、介
護保険適用病床の入院患者のみで要件を満たす必要があるか。 

（答） 
貴見のとおりである。
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「問」 
一人の者について、認知症高齢者の日常生活自立度がⅣであって、かつ
、喀痰吸引を実施している場合、「身体合併症を有する認知症高齢者」及
び「喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射を受けている者」のそれぞれ
に含めることができるか。 

（答） 
できる。
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「問」 
同一の者について、「重篤な身体疾患を有する者」の基準及び「身体合併
症を有する認知症高齢者」の基準のいずれにも当てはまる場合は、いず
れか一方にのみ含めるものとしているが、同一の者について、「喀痰吸引」
と「経管栄養」の両方を実施している場合、要件に適合する者は１人と数
えるのか、２人と数えるのか。 

（答） 
前者の要件は、当該施設の重篤な身体疾患を有する患者及び基準及び
身体合併症を有する認知症高齢者の受け入れ人数を評価しているもので
あり、重篤な身体疾患を有する者の基準及び身体合併症を有する認知症
高齢者の基準のいずれにも当てはまる患者であっても、施設として実際
に受け入れた患者の人数については１人と数える。

一方、後者の要件は、当該施設で行われる処置の実施を評価しているも
のであり、同一の患者であっても、喀痰吸引と経管栄養の両方を実施して
いれば、２つの処置を実施しているため、喀痰吸引と経管栄養を実施して
いるそれぞれの人数に含め、この場合には２人と数える。
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【生活機能を維持改善するリハビリテーション】

「問」 
「生活機能を維持改善するリハビリテーション」とは、どのようなものか。 

（答） 
療養機能強化型介護療養型施設における生活機能を維持改善するリハ
ビリテーションとは、機能訓練室の内外を問わず、また時間にこだわらず、
療養生活において排泄や食事動作等の自立に向けて随時行われるもの
である。
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「問」 
生活機能を維持改善するリハビリテーション」の考え方として、「作業療法
士を中心とする多職種の共同によって、医師の指示に基づき、療養生活
の中で随時行うこと」が挙げられているが、当該施設に作業療法士が配置
されていない場合には、要件を満たさないことになるのか。 

（答） 
生活機能の維持改善に当たっては特に作業療法士の関与が重要であり
、作業療法士を中心とすべきという理念を示しているところである。当該理
念を踏まえ、生活機能を維持改善するリハビリテーションを実施しているこ
とが要件として求められており、実際の作業療法士の配置を要件としてい
るものではない。
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